
第 18回教育委員会会議 

令和７年 12月 23日 

午 後 ３ 時 0 0 分 

市会第６委員会室

案 件 

議案第84号 児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する

第三者委員会委員の委嘱について 
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議案第 84号 

児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する 

第三者委員会委員の委嘱について 

以下のとおり、「児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関す

る第三者委員会」委員の委嘱を行う。 

１、委嘱理由 

いじめ防止対策推進法第 28条第１項の重大事態に該当する事案の調査審

議を円滑に実施していくため、心理に関する有識者を増員する必要がある。 

２、委嘱する者 

氏名 職業 位置付け 任期 

吉田
よ し だ

 圭
けい

吾
ご

臨床心理士 
学識経験者 

（臨床心理士） 

令和７年 12 月 23 日～令和９

年 12月 22日【第１期目】 

３、選任理由 

 吉田氏は、いじめを含む、子どもが抱える問題に関しての知見が豊富であ

ることに加え、児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関

する第三者委員会令和 2年大市教委第 3301号に関する部会において部会長

として活動された経験もある。 

 以上の点から、本委員会の委員に適任である。 
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児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会委員名簿 

太字は委嘱 

区 分 氏 名 職 業 位置付け 

常設 相原 健吾 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 足立 友季世 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 阿部 彩 臨床心理士 学識経験者（臨床心理士） 

常設 荒井 久美子 臨床心理士 学識経験者（臨床心理士） 

常設 安藤 麻紀 臨床心理士 学識経験者（臨床心理士） 

常設 伊藤 俊樹 臨床心理士 学識経験者（臨床心理士） 

常設 伊藤 未青 臨床心理士 学識経験者（臨床心理士） 

常設 井上 寿美 大阪大谷大学特任教授 学識経験者（教育専門家） 

常設 内田 純子 臨床心理士 学識経験者（臨床心理士） 

常設 有年 麻美 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 桶谷 千晶 臨床心理士 学識経験者（臨床心理士） 

常設 越智 健文 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 皆藤 希 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 金子 真理子 臨床心理士 学識経験者（臨床心理士） 

常設 鎌田 裕代 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 神澤 創 臨床心理士 学識経験者（臨床心理士） 

常設 岸本 由起子 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 櫛田 翔 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 笹倉 千佳弘 元滋賀短期大学教授 学識経験者（教育専門家） 

常設 澤村 律子 臨床心理士 学識経験者（臨床心理士） 

常設 清水 周 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 曽我 智史 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 高橋 誠 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 田中 優子 臨床心理士 学識経験者（臨床心理士） 

常設 千原 雅代 臨床心理士 学識経験者（臨床心理士） 
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常設 成瀬 史織 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 西村 淑子 臨床心理士 学識経験者（臨床心理士） 

常設 野澤 健 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 早川 僚太 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 林 揚子 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 葉山 貴美子 臨床心理士 学識経験者（臨床心理士） 

常設 坂東 大士 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 藤木 邦顕 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 細田 梨恵 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 松本 千賀 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 宮光 宗司 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 森山 ジェニー 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 柳本 千恵 弁護士 学識経験者（弁護士） 

常設 山下 晃一 神戸大学教授 学識経験者（教育専門家） 

常設 吉田 朝香 臨床心理士 学識経験者（臨床心理士） 

常設 吉田 圭吾 臨床心理士 学識経験者（臨床心理士） 
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参 照 

いじめ防止対策推進法（抄） 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事

態（以下「重大事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態

の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する

学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事

態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 

(1) いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な

被害が生じた疑いがあると認めるとき。 

(2) いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席するこ

とを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

２－３ 省 略 

執行機関の附属機関に関する条例（抄） 

（設置）  

第１条  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に別に定めがある

ものを除くほか、次のとおり本市に執行機関の附属機関を置く。

附属機関の属

する執行機関
附属機関 担任事務

省  略 省  略 省  略

市長及び教育

委員会  

児童等がその

生命等に著し

く重大な被害

を受けた事案

に関する第三

者委員会  

児童、生徒又は幼児がその生命又

は心身に著しく重大な被害を受け

た事案に関する事項の調査審議並

びに市長及び教育委員会に対する

意見の具申に関する事務（他の所

管に属するものを除く。）  
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児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する 

第三者委員会規則（抄） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例（昭和28年大阪市条例

第35号）第２条第２項の規定に基づき、児童等がその生命等に著しく重大な

被害を受けた事案に関する第三者委員会（以下「委員会」という。）の組織

及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。  

(組織) 

第２条 省 略 

２ 委員は、学識経験者その他市長及び教育委員会が協議して定める執行機関

が適当と認める者のうちから、当該執行機関が委嘱する。 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 省 略 
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